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【１】 問題の所在

仏教教団（サンガ）の構成員は，厳密な意味では比丘と比丘尼だけに限

られ，比丘は比丘サンガを，比丘尼は比丘尼サンガを構成するが，彼らは

いずれも出家者である。ゴータマ・ブッダの出家譚によってもよく知られ

ているように，教団の構成員となり修行の実践を志す者は，家を離れ，家

族との絆を断って教団のメンバーとなる必要がある。初期経典などにも，

家庭生活が煩わしいものであり，そこで修行をすることが困難であること

から，髪と髭を剃り落として家から家のない状態へと出家することを示す

定型フレーズがしばしば見いだされ
⑴

る。このような状況を背景として，比

丘あるいは比丘尼となった者たちは，その後の生涯を孤独な修行生活に費

やし，家族とのつながりは一切持たずに暮らしていくというイメージが一

般的に存在しているように思われる。

ところが，比丘や比丘尼の教団生活を規定する律蔵には，そのように家

族との絆を完全に断って教団生活を行う出家者の姿だけが描かれているわ

けではない。律蔵は，比丘（および比丘尼）が行ってはならない規則（波

羅提木叉）を提示する 経分別 と，教団の現実的な運営方法などを明示

する 度 とによって全体が構成されているが，そのどちらの部分にも，
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出家後の家族との関わりを示す記述が見いだされるのである。 経分別

において特徴的であるのは 親里（親族；nati/nataka/natika） に関わる

事例で，比丘などの禁止事項を規定する学処条文の中に，この言葉が頻繁

に現れる。そしてその殆どが 親里 ，即ち家族や親族と関わりを有する

事例について，禁止事項が緩和されることを示している。一方， 度

においては 安居 の期間中に許可される比丘の外出に関する規定の部分

に，出家後も維持されている比丘と親族（父母・兄弟・親族など）との関

係を表す記述が存在する。そこで本小論では，これらの事例を手掛かりと

して，初期の仏教教団における比丘と家族の現実的な関係について検討を

行いたい。

【２】 経分別にあらわれる 親里

まず，経分別の学処条文（波羅提木叉）の中に 親里 の語が現れる例

を示す。これには対象が在家者の場合と比丘尼の場合の二通りがある。以

下，両者を区別した上で，学処の順序に従って条文を掲げる。尚，ここで

は基本的にパーリ律の用例のみを掲げることとし，漢訳律などについては

対応箇所のみを注記し
⑵

た。

⑴ 在家者を対象とする事例

①尼薩耆波逸提（捨堕）第６条

yo pana bhikkhu annatakam gahapatim va gahapatanim va

cıvaram vinnapeyya annatra samaya, nissaggiyam pacittiyan ti.

tatthayam samayo:acchinnacıvaro va hoti bhikkhu natthacıvaro
 

va,ayam tattha samayo’ti.（PTS.Vin.III,212.28-31）

およそ比丘が，非親里の在家の男性，あるいは在家の女性に衣を求め
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たならば，〔適切な〕時を除いて尼薩耆波逸提となる。この場合，〔適

切な〕時とは，比丘が衣を奪われた時，あるいは衣を失った時であっ

て，それが〔適切な〕時であ
⑶

る。

これは，衣を奪われた時，あるいは衣を失った時以外に，比丘が在家者に

衣を求めてはならないとする規定であるが，求めることを禁止する対象を

非親里 として条件付けている。言いかえれば 親里 の者に対して衣

を求めることは許されることを示している。この６条の条文解釈の部分に

は 非親里 の語について次のような語句解釈が存在する。

annatako nama matito va pitito va yava sattama pitamahayuga

asambaddho.（Vin.III,212.34-35）

非親里とは，母あるいは父から第七代の祖先の代に〔遡る〕範囲で

〔親族の〕結びつきのない者である。

従って，逆に 親里 とは母あるいは父から第七の祖先の代に遡る範囲で

親族の結びつきがある者を示すことにな
⑷

る。更に，犯例を示す部分には

natake annatakasannı,apatti dukkatassa.natake vematiko,apatti
 

dukkatassa.natake natakasannı,anapatti.（Vin.III,213.20-21）

親里に対して非親里想なる場合は悪作（突吉羅）罪である。親里に対

して疑想なる場合は悪作罪である。親里に対して親里想なる場合は無

罪である。

とされていて，ここに 親里 の場合は衣を求めても罪にならないことが

明確に示されている。パーリ律の場合，学処が最初に結戒される時点から

非親里の在家者 という条件設定が世尊によって明示されているが，何

故 親里 の場合は許されて 非親里 は許されないのかに関する説明は

全く存在しない。この点は漢訳律の場合も基本的に同じである。

②尼薩耆波逸提第７条
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tan ce annatako gahapati va gahapatanıva bahuhi cıvarehi abhi-

hatthum pavareyya, santaruttaraparaman tena bhikkhuna tato
 

cıvaram saditabbam, tato ce uttarim sadiyeyya, nissaggiyam
 

pacittiyan ti.（Vin.III,214.19-22）

もしもか〔の比丘〕に，非親里の在家の男性，あるいは在家の女性が

多くの衣を持ってきて取らせたならば，内衣と外衣とを上限として，

その比丘はその中から衣を受けるべきである。もしもそれを超えて受

ければ尼薩耆波逸提とな
⑸

る。

これは，在家者の側から多数の布施を提供されても，二衣以上を受けては

ならないとする規定であり，ここにも 非親里の という条件が付されて

いる。従って， 親里 からもらう場合は二衣以上とっても問題とはなら

ない。

③尼薩耆波逸提第８条：④尼薩耆波逸提第９条

更に第８条，第９条においても在家者から衣が与えられる事例に関して，

次のような一連の規定がある。

＜第８条＞

bhikkhum pan’eva uddissa annatakassa gahapatissa va gaha-

pataniya va cıvaracetapanam upakkhatam hoti imina cıvara-

cetapanena cıvaram cetapetva itthannamam bhikkhum cıvarena
 

acchadessamıti. tatra ce so bhikkhu pubbe appavarito upasam-

kamitva cıvare vikappam apajjeyya sadhu vata mam ayasma

imina cıvaracetapanena evarupam va evarupam va cıvaram
 

cetapetva acchadehıti, kalyanakamyatam upadaya, nissaggiyam
 

pacittiyan ti.（Vin.III,216.11-18）

また〔特定の〕比丘を指定して，非親里の在家の男性，あるいは在家
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の女性が衣料（cıvaracetapana）を用意し， この衣料で衣を交換し，

これこれという名の比丘に衣を身に着けてもらうことにしよう とす

る。その時，もしかの比丘が〔比丘の希望を聞くために〕招待されて

いないのに前もって〔在家の男性の所に〕やって来て 嗚呼，友よ，

私にこの様な，あるいはあの様な衣をこの衣料によって交換して〔私

に〕身に着けさせてくれれば素晴らしい と良いものを手に入れたい

との欲求から衣について指図をしたならば，尼薩耆波逸提とな
⑹

る。

＜第９条＞

bhikkhum pan’eva uddissa ubhinnam annatakanam gahapatınam
 

vagahapatanınam vapaccekacıvaracetapanani upakkhatani honti
 

imehi mayam paccekacıvaracetapanehi paccekacıvarani cetapetva

itthannamam bhikkhum cıvarehi acchadessama ’ti. tatra ce so
 

bhikkhu pubbe appavarito upasamkamitva cıvare vikappam apaj-

jeyya sadhu vata mam ayasmanto imehi paccekacıvaracetapanehi
 

evarupam vaevarupam vacıvaram cetapetvaacchadetha ubho’va
 

santa ekena ’ti, kalyanakamyatam upadaya, nissaggiyam
 

pacittiyan ti.（Vin.III,218.30-38）

また〔特定の〕比丘を指定して，二人の非親里の在家の男性，あるい

は〔二人の〕在家の女性が各自の衣料（paccekacıvaracetapana）を用

意し， 私たちは，これら各自の衣料で，各自の衣を交換し，これこ

れという名の比丘に衣を身に着けてもらうことにしよう とする。そ

の時，もしかの比丘が〔比丘の希望を聞くために〕招待されていない

のに前もって〔在家の男性の所に〕やって来て 嗚呼，友らよ，私に

この様な，あるいはあの様な衣を，これら各自の衣料を一つにしたも

のによって交換して〔私に〕身に着けさせてくれれば素晴らしい と
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良いものを手に入れたいとの欲求から衣について指図をしたならば，

尼薩耆波逸提とな
⑺

る。

第９条は第８条のバリエーションと えられるので，内容的には両者は同

様のものと見ることができるが，衣を作るもととなる金銭類（あるいは等

価のもの，原材料など）を用意した在家者の所に比丘が行って，最終的に

布施されることになる衣に注文をつけることを禁止する規定である。ここ

にも，提供者となる在家者が 非親里の場合 という限定が付けられてい

て，提供者が 親里 である場合には，この規定には抵触しないこととな

る。

⑤尼薩耆波逸提第27条

bhikkhum pan ’eva uddissa annatako gahapati va gahapatanıva

tantavayehi cıvaram vayapeyya. tatra ce so bhikkhu pubbe
 

appavarito tantavaye upasamkamitva cıvare vikappam apajjeyya
 

idam kho avuso cıvaram mam uddissa viyyati,ayatan ca karotha
 

vitthatanca appitanca suvıtanca suppavayitanca suvilekhitanca
 

suvitacchitanca karotha,app eva nama mayam pi ayasmantanam
 

kincimattam anupadajjeyyama’ti,evan ca so bhikkhu vatva kin-

cimattam anupadajjeyya antamaso pindapatamattam pi, nissag-

giyam pacittiyan ti.（Vin.III,259.5-14）

また〔特定の〕比丘を指定して，非親里の在家の男性，あるいは在家

の女性が織師たちに衣を織らせるとする。その時，もしかの比丘が

〔比丘の希望を聞くために〕招待されていないのに前もって織師たち

の所にやって来て 実に，友らよ，この衣は私を指定して織られるも

のである。長く，広く，厚く作りなさい。よく織り，〔糸を〕等しく

伸ばし，よく梳き，とても滑らかに仕上げたものを作りなさい。そう
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すれば私たちもまた，あなた方に僅かでも何かを贈りますから と衣

について指図をし，その比丘がこの様に語って僅かでも何かを贈れば

たとえ僅かな托鉢食であっても尼薩耆波逸提とな
⑻

る。

この規定も衣に関わるものであるが，在家者が衣を布施しようとして織師

に衣を織ることを依頼した時，その織師に対して，比丘が注文をつけるこ

とを禁止するもので，先の第８条・第９条と同じ内容を示すものである。

この場合にも提供者となる在家者が 非親里の場合 という限定が付けら

れていて，提供者が 親里 である場合には，この規定には抵触しないこ

ととなる。

以上，波羅提木叉の中に示される五つの事例を掲げたが，これらはいず

れも尼薩耆波逸提に示されるものであり，27条を除いて，連続して説かれ

ているものである。内容的にはどの規定も在家者からの衣の布施に関する

規定とみることが出来るが，それらに等しく 非親里の在家者 の場合は

罪となることが規定されていて， 親里 からもたらされる衣については

規定から除外されていたことを知ることができる。これらの事例は，比丘

と家族の関係に関して幾つかの事実を提供してくれる。まず，比丘たちに

は 親里 すなわち家族や親族などから衣の布施を受け取ることが許可さ

れている。さらに，家族や親族などから受け取る場合は，在家者から衣を

受ける際に設けられている規定の対象外となっている。このような事実か

ら，まず第一に比丘たちにとって 家族・親族 が没交渉の存在として遠

ざけられてはいなかったということがわかる。むしろ，教団は家族・親族

からの衣の布施を積極的に認めているのであり，そこには出家した後の比

丘をサポートする家族の姿と，サポートされることを前提として設定され

た規則の存在が明確に現れていると えられる。また衣に関わる規定にお

いて特に 親里 が認められている点も注目に値する。
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⑵ 比丘尼を対象とする事例

次に⑴と同じ 非親里の という条件が，比丘尼に付けられて示される

規定を見ていく。

①尼薩耆波逸提第４条

yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya puranacıvaram
 

dhovapeyya va rajapeyya va akotapeyya va, nissaggiyam
 

pacittiyan ti.（Vin.III,206.20-22）

およそ比丘が，非親里の比丘尼に使用した古い衣を洗わせ，染めさせ，

打たせたならば尼薩耆波逸提とな
⑼

る。

これは，長期の使用によって古くなり色があせてしまった衣を，比丘尼に

洗わせ，染めなおさせ，打たせなおさせることを禁止する規定であるが，

それは 非親里の 比丘尼に限られ， 親里 の比丘尼の場合は許可され

るとするものである。パーリ律は学処制定の因縁譚として，ウダーイと彼

の元の妻との事例を説いており，そこではウダーイが不浄を漏らして汚れ

た衣を元妻であった比丘尼に洗うよう命じた所，その汚れた衣を生支に入

れた比丘尼が妊娠してしまい，それが問題となって学処が制定されたと説

いている。この点だけを見れば， 親里の比丘尼 とは母や姉妹や祖母や

叔母などの女性に限定されるため，性に関わる問題が起きないことを前提

として親里の場合には認めたとの推測も可能となるが，律の本文にそのこ

とが明示されているわけではない。いずれにしても，親里の場合には依頼

しても構わないと判断される。

②尼薩耆波逸提第５条

yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniyahatthato cıvaram patig-

ganheyya annatra parivattaka,nissaggiyam pacittiyan ti.（Vin.III,

209.33-35）
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およそ比丘が，非親里の比丘尼の手から衣を受け取れば，交換を除い

て尼薩耆波逸提と
⑽

なる。

ここでは，比丘尼から衣を受け取る際に， 非親里 の場合は禁止され，

親里 の場合は認められている。ここでも 非親里の場合 に限定され

る理由についての説明はパーリ律には存在しない。

③尼薩耆波逸提第17条

yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya elakalomani dhova-

peyya va rajapeyya va vijatapeyya va, nissaggiyam pacittiyan
 

ti.（Vin.III,235.27-29）

およそ比丘が，非親里の比丘尼に羊毛を洗わせ，染めさせ，梳かせる

ならば尼薩耆波逸提（捨堕）となる。

これは上記①尼薩耆波逸提第４条と同類の規定であり，衣ではなく羊毛の

場合も同じとされている。

④波逸提第25条

yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya cıvaram dadeyya an-

natra parivattaka,pacittiyan ti.（Vin.IV,60.9-10）

およそ比丘が，非親里の比丘尼に衣を与えれば，交換を除いて波逸提

である。

これは上記②尼薩耆波逸提第5条の立場が逆転した状況を示すものである

が， 非親里の比丘尼 の場合を不可とする点で同種の内容となっている。

⑤波逸提第26条

yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya hatthato cıvaram sib-

beyya va sibbapeyya va papittiyan ti.（Vin.IV,61.31-32）

およそ比丘が，非親里の比丘尼のために衣を縫ったり，縫わせたりす

れば波逸提である。
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これも①や③と同類の衣に関わる規定であり， 非親里の比丘尼 のため

に衣の縫製を行うことも禁止されている。

⑥波羅提提舎尼（悔過法）第１条

yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniyaantaragharam pavittha-

ya hatthato khadanıyam va bhojanıyam va sahatthapatiggahetva

khadeyya vabhunjeyya va,patidesetabbam tena bhikkhunagaray-

ham avuso dhammam apajjim asappayam patidesanıyam tam
 

patidesemıti.（Vin.IV,176.8-13）

およそ比丘が，町の中に入った非親里の比丘尼の手から，自分の手で

硬食あるいは軟食を受けて，食べたり飲んだりすれば，その比丘は

友よ，私は呵責されるべき，不適切で，〔他の比丘に〕告白すべき法

を犯しました。それを私は告白します と〔他の比丘に〕告白しなけ

ればならない。

①から⑤までの場合と異なりこれだけが食に関わる規定であるが，この場

合にも 非親里の比丘尼 から受けることが禁止されるという条件設定を

見出すことができる。

以上が，波羅提木叉の学処条文中に現れる比丘尼を対象とした 親里

に関わる事例である。尼薩耆波逸提が３例，波逸提が２例，波羅提提舎尼

が１例となっているが，ここでも⑴と同様に衣の受け渡しに関わる規定が

殆どであることにまず留意する必要がある。また， 非親里の比丘尼 の

場合に禁止されることが 親里の比丘尼 の場合にどうして認められるの

かという点に関しては，諸律に異なりも存在し，一様に答えを見つけるこ

とは出来ないが，それが性に関する抑止であれ，比丘尼の修行を妨げない

ようにする目的であれ，親里の比丘尼が比丘の援助をすること（あるいは

その逆）が認められていることに変わりはない。この点から，⑴の場合と

律蔵が示す比丘と家族の関係（山極伸之)58



同様に 親里 即ち親族関係にある比丘と比丘尼とは，全員が出家者で構

成される比丘・比丘尼の教団の中にあっても，特に近い関係を有していた

ことが認められ，相互に援助を行いながら活動することが奨励されていた

ことを示すものと えることができる。

【３】 安居 度に現れる 親族

次に 度に現れる 親族 についての事例を，パーリ律 入雨安居 度

の事例を取りあげて えてみる。まず簡単に概要を見る。

＜パーリ律＞（vassupanayikakkhandhaka;PTS.Vin.I,137-156）

①世尊が雨安居を定める以前，比丘たちは雨時にも遊行していた。これを

見た人々が 沙門釈子は小さな生命を害している と非難したため，世

尊は雨安居に入ることを定める。（137.1-20）

②世尊が前安居と後安居の二種安居を定める。（137.21-29）

③六群比丘が安居中に遊行をして非難されたため，世尊は安居の三ヶ月は

遊行にでてはならないと定める。（138.1-22）

④＜規定の追加＞雨安居に入らない者は悪作：入雨安居の日に住所を出た

者は悪作：王が延期を求めた場合は，それに従う。（138.23-36）

⑤ウデーナという優婆塞が精舎を建立し，比丘たちを招待しようとしたが，

比丘たちは安居が終わるまで三ヶ月待つように答えた。これを聞いたウ

デーナは比丘たちを非難し，世尊にこのことを告げた。世尊は，比丘・

比丘尼・式叉摩那・沙弥・沙弥尼・優婆塞・優婆夷という七種の人々か

ら使いが派遣されて，所用があって七日間以内の来訪を求められた時は

出かけても構わないと定める。＜以下，具体的な諸事例・諸条件の提示

（省略）＞（139.1-142.7）
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⑥ある比丘が病気にかかり，比丘たちに使いを派遣して来訪を求めた。こ

れを聞いた世尊は，比丘・比丘尼・式叉摩那・沙弥・沙弥尼という五種

の人から所用があって来訪を求められ た時は，七日間以内の所用なら

ば使いが派遣されなくても出かけて構わないと定める。

＜以下，来訪を求める五種の人々に応じた様々な所用の提示（省略）＞

（142.8-147.19）

⑦ある比丘の母親が病気となった。彼女は子である比丘のもとに使いを派

遣し来訪を求めた。母親は優婆夷ではなかったので，その比丘は世尊に

この事を告げた。世尊は，比丘・比丘尼・式叉摩那・沙弥・沙弥尼・

母・父という七種の人から所用があって来訪を求められた時は，七日間

以内の所用ならば使いが派遣されなくても出かけて構わないと定める。

（147.20-33）＜以下，具体的な事例の提示＞

⒜比丘の母親（mata）が病気にかかり，使いを派遣して来訪を求めた

ならば，七日間に限って出かけて構わない。使いが派遣されなくても

七日間に限って出かけて構わない。（147.33-37）

⒝比丘の父親（pita）が病気にかかり，使いを派遣して来訪を求めたな

らば，七日間に限って出かけて構わない。使いが派遣されなくても七

日間に限って出かけて構わない。（147.37-148.4）

⒞比丘の兄弟（bhata）が病気にかかり，使いを派遣して来訪を求めた

ならば，七日間に限って出かけて構わない。使いが派遣されない場合

は出かけてはならない。（148.4-8）

⒟比丘の姉妹（bhaginı）が病気にかかり，使いを派遣して来訪を求めた

ならば，七日間に限って出かけて構わない。使いが派遣されない場合

は出かけてはならない。（148.9-12）

⒠比丘の親族（natako）が病気にかかり，使いを派遣して来訪を求めた
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ならば，七日間に限って出かけて構わない。使いが派遣されない場合

は出かけてはならない。（148.12-16）

⒡比丘と交友ある者（bhikkhugatiko）が病気にかかり，使いを派遣し

て来訪を求めたならば，七日間に限って出かけて構わない。使いが派

遣されない場合は出かけてはならない。（148.16-21）

＜以下，安居の場所や安居中の行動等に関わる諸規定の提示（省

略）＞（148.23-156.17）

ここで，特に家族・親族との関わりが示されるのは⑦の部分である。⑤

⑥で，安居中の七日間の外出が特定の条件下で許可され，それが⑦の部分

では拡大され，母と父が病気であればそのもとへ出かけることを許可して

いる。それも最初は病気の場合とされるが，最終的には 所用

（karanıya）があれば とされ，その対象者もさらに拡大されて 兄弟・

姉妹・親族・交友ある者 にまで拡げられていく。安居は教団の諸行事の

中でも重要なものの一つであるが，その運用に関して，上記のような特別

の外出を認めていく背景には，比丘とその家族・親族との密接な関わり

（あるいは家族・親族の援助の重要性）が存在したと えることができる。

【４】 おわりに

以上，パーリ律を材料として，経分別と 度という二つの組織に現れる

家族 親族 の事例を眺めてきた。最後に，これらの点を踏まえて，律

蔵が示す比丘と家族・親族の関係についてもう一度 えてみたい。

まず，学処条文に現れる 非親里の在家信者 という条件設定により，

比丘は 親里 すなわち血縁関係のある在家者から，かなり自由に衣の布

施を受けることが許されていたことがわかる。学処を見る限り，このよう
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な許可は 衣 の布施に際してしか現れてこない。なぜ 衣 に限っての

ことなのか現時点で明確に判断することは出来ないが，学処として許可さ

れているという点から，仏教教団が規則の面からも 親族 の援助を認め

ていたと判断される。次に，同じ出家者であっても，比丘と比丘尼が 親

里 の関係にあった場合，規定が緩和される事例が見いだされた。親里の

関係にある比丘と比丘尼とは，教団の中にあって相互に助け合い，援助し

あう事が可能となるように規則は設定されていた。ここにも出家後の家

族・親族関係の存続を見ることが出来る。更に，在家信者の場合と同様に

衣 に関わる事例が多い点には留意する必要があろう。

また，雨安居という教団にとって重要な行事の運営に際しても，家族や

親族に対して比丘の側から配慮をし，安居中であるにもかかわず彼らのも

とへ行くことが許可されていた。そこにどのような目的があったか明確に

は示されていないが，安居を中断させても，保持すべき関係が比丘と家

族・親族の間には存在していると，教団そのものが示していることになる。

律蔵による限り，仏教者にとって家族から離れることは 出家に際して

の理念 としては存在するが，現実の教団運営においては家族の存在は重

要であり，その支援・支持を教団は積極的に認め，場合によっては期待し

ていたと思われる。つまり，修行生活に入るためには家族・親族との世間

的な関わりを一旦切らねばならないが，出家者となって修行生活を継続し

ていく上では，家族・親族は排除される存在ではなく，その関わりが認め

られ，その援助が期待される存在であったと理解される。今後は，なぜ

衣 なのか，また諸律に見られる細部での異なりがどのような教団事情

を反映するものなのかを更に検討していきたいと える。
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注

⑴ 例えばパーリ長部の 戒蘊品 に含まれる諸経には一様に定型句を見出す

ことが出来る。DN I,63.2-18;100.6-8;124.25-27 etc.

⑵ 本来ならば，サンスクリット戒本や漢訳戒本，および 根本説一切有部毘

奈耶 のチベット訳に関しても対応箇所や対応状況を提示すべきであるが，

紙数の関係により本稿では省略する。学処条文の諸文献における対応状況に

ついては，平川彰の研究を参照されたい。平川彰 二百五十戒の研究 I

～ 二百五十戒の研究Ⅳ （平川彰著作集第14巻～第17巻），春秋社，1993年

～1995年。

⑶ 五分律 T22, 27c17-19; 四分律 T22, 609b5-8; 摩 僧祇律 T22,

302b10-12; 十誦律 T23,45a18-20: 根本説一切有部毘奈耶 T23,729b24-

26。

⑷ パーリ律の註釈書である Samantapasadikaは，⑵の①に掲げた尼薩耆波

逸提第４条の中でこの点について解説を行っている。そこでは，両親から第

七代まで過去に先祖を遡って え，それらの人々から派生してくる全ての

子々孫々が 親族として結びつきのある者 であるとの註釈がなされている。

実際に布施を行うのが可能となるのはそれらの人々の中で生存している者だ

けに限られるが，父方，母方だけでなくそれぞれの祖父，祖母たちもこの中に

含まれて遡っていくため，ここで示される 親族 は極めて広範なものであ

り，多くの人々を含みうるという点には留意する必要があろう。Samanta-

pasadika, III, 659.24-660.17.また漢訳の諸律においても，この七代という

親族範囲の設定がほぼ共通しているが， 十誦律 には 母などの女性だけ

に限り七世にわたって因縁のある者 という解説も見られる（T23, 43b27-

28）。

⑸ 五分律 T22, 28a13-16; 四分律 T22, 610a11-13; 摩 僧祇律 T22,

303b17-20; 十誦律 T23,45b12-15: 根本説一切有部毘奈耶 T23,731a22-

25。

⑹ 五分律 T22, 28b8-13; 四分律 T22, 611a14-18; 摩 僧祇律 T22,

304c28-305a3; 十誦律 T23,45c26-46a2: 根本説一切有部毘奈耶 T23,

732c4-9。

⑺ 五分律 T22, 28c3-8; 四分律 T22, 612a18-23; 摩 僧祇律 T22,

305b1-6; 十誦律 T23,46b17-22: 根本説一切有部毘奈耶 T23,732a7-11。

⑻ 五分律 T22, 29c11-15; 四分律 T22, 625b22-26; 摩 僧祇律 T22,

321c1-5; 十誦律 T23,56a5-10: 根本説一切有部毘奈耶 T23,749b21-27。

⑼ 五分律 T22, 27a7-8; 四分律 T22, 607b29-c1; 摩 僧祇律 T22,
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300c24-25; 十誦律 T23,43b26-27: 根本説一切有部毘奈耶 T23,722a23-

24。

⑽ 五分律 T22, 26c6-7; 四分律 T22, 606c19-20; 摩 僧祇律 T22,

299c19-20; 十誦律 T23,42c13-14: 根本説一切有部毘奈耶 T23,728a6-

7。

この点について漢訳の 五分律 四分律 十誦律 には 親里の比丘尼

の場合，比丘が所有する衣について普段からその状況をよく知っているため

に許可される という理由説明が，因縁譚の末尾部分にほぼ共通してブッダ

自身の言葉として説かれている。 五分律 T22,26c6-7; 四分律 T22,

606c6-10; 十誦律 T23, 42c7-11。尚，この点に関しては，平川彰 二百

五十戒の研究 II （平川彰著作集第15巻），138～139頁参照。

五分律 T22, 36b9-10; 四分律 T22, 618b14-15; 摩 僧祇律 T22,

310b20-21; 十誦律 T23,50b24-25: 根本説一切有部毘奈耶 T23,740a6-

8。

五分律 T22, 47c5-6; 四分律 T22, 651a9-10; 摩 僧祇律 T22,

349c7-8; 十誦律 T23,84a26: 根本説一切有部毘奈耶 T23,805b10-11。

五分律 T22, 48a13-14; 四分律 T22, 651c3-4; 摩 僧祇律 T22,

349c24-25 十誦律 T23,84c13-14: 根本説一切有部毘奈耶 T23,806a15。

五分律 T22, 72a28-b1; 四分律 T22, 696a29-b4; 摩 僧祇律 T22,

397c8-11; 十誦律 T23,131b2-5: 根本説一切有部毘奈耶 T23,899b4-7。

五分律 T22, 129a5-130c18; 四分律 T22, 830b4-835c11; 摩 僧祇

律 T22,450c2-451a6; 十誦律 T23,173b3-178a12: 根本説一切有部毘奈

耶安居事 T23,1041a25-1044c6。

但し，このような事例はすべての律に等しく説かれているわけではなく，

摩 僧祇律 十誦律 根本説一切有部毘奈耶 には父母兄弟親族などに

関して七日間の外出が許可される規定は見いだされない。この相違点が何を

意味するのかについては，さらに検討を行う必要がある。
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